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│
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│
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1
．
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
近
年
、
国
外
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
効
率
性
分
析
で
用
い
ら
れ
る
包
絡
分
析
法
（D

ata E
nvelopm

ent A
nalysis; 

Ｄ
Ｅ
Ａ
）
と
、
国
外
に
お
け
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
先
行
研
究
で
採
用
さ
れ
る
変
数
を
用
い
て
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
市
町
村
の
数
が
大

き
く
減
少
し
て
い
っ
た
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
お
け
る
、
都
道
府
県
の
効
率
性
の
評
価
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
三
月
に
か
け
て
市
町
村
合
併
が
政
府
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
平
成
の
大
合
併
）。
平
成
の
大
合
併
が

行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
各
地
方
自
治
体
の
住
民
の
生
活
形
態
や
意
識
の
多
様
化
、
地
域
の
支
え
合
い
機
能
の
大
き
な
変
容
、
人
口
減
少
・

少
子
高
齢
化
の
進
展
、
政
府
部
門
の
深
刻
な
財
政
状
況
と
い
っ
た
環
境
下
に
お
い
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
の
市
町
村
に
対
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す
る
負
荷
の
増
大
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
、
一
九
九
九
年
以
降
、
地
方
分
権
の
担
い
手
と
な
る
基
礎
自
治
体
に
ふ

さ
わ
し
い
行
財
政
基
盤
の
確
立
を
目
的
と
し
て
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
は
合
併
特
例
債
の
創
設
や
合
併
算
定
替
の
期
間
延

長
と
い
っ
た
手
厚
い
財
政
措
置
に
よ
り
、
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
は
国
・
都
道
府
県
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
り
、
全

国
的
に
市
町
村
合
併
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
市
町
村
合
併
に
は
、
⑴
地
方
分
権
の
推
進
、
⑵
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
⑶
広

域
的
な
行
政
需
要
の
増
大
、
⑷
行
政
改
革
の
推
進
の
四
点
を
中
心
と
し
た
、
行
財
政
基
盤
の
強
化
、
周
辺
市
町
村
間
で
の
広
域
連
携
、
都

道
府
県
に
よ
る
補
完
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
の
総
務
省
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
の
公
表
」
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
に
よ
り
、
市
町
村
合
併
の
効
果
を
示
し
て

い
る
（
1
）

。
効
果
が
現
れ
る
ま
で
は
一
〇
年
程
度
の
期
間
が
必
要
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
合
併
に
よ
る
主
な
効
果
と
し
て
、
⑴
専
門
職
員
の

配
置
な
ど
住
民
サ
ー
ビ
ス
体
制
へ
の
充
実
、
⑵
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
、
⑶
広
域
的
な
ま
ち
づ
く
り
、
⑷
職
員
の
適
正
な
配
置
や
公
共
施

設
の
統
廃
合
な
ど
の
行
財
政
の
効
率
化
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
問
題
点
等
に
つ
い
て
、
⑴
周
辺
部
の
旧
市
町
村
の

活
力
喪
失
、
⑵
住
民
の
声
が
届
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
⑶
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、
⑷
旧
市
町
村
地
域
の
伝
統
・
文
化
、
歴
史
的

地
名
な
ど
の
喪
失
を
挙
げ
て
い
る
。

地
方
自
治
体
の
活
動
は
そ
の
地
方
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
よ
う
に
微
調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
管
轄
地
域
内
に
居
住
す
る
住
民

の
福
利
を
改
善
す
る
こ
と
に
関
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
自
治
体
は
、
社
会
的
・
経
済
的
発
展
、
生
活
居
住
環
境

を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
上
下
水
道
、
交
通
、
住
宅
、
保
健
、
教
育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
市
民
の
生
活
環
境
の
保
護
な
ど
の
地
方

公
共
財
を
供
給
す
る
。

そ
の
一
方
で
、
各
地
方
自
治
体
に
は
財
政
の
自
律
を
実
現
す
る
義
務
も
負
っ
て
い
る
。
市
町
村
合
併
に
お
い
て
、
行
財
政
基
盤
の
強
化

八
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が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
各
地
方
自
治
体
の
歳
入
歳
出
を
も
と
に
し
た
合
併
に
よ
る
市
町
村
の
効
率
性
に
与
え
る
影
響
も
考
慮

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
目
的
と
す
る
国
内
外
の
研
究
に
は
、
線
形
計
画
法
に
よ
っ
て
効
率
性
を
評
価
す
る
手
法
で
あ
る
包
絡
分

析
法
（
Ｄ
Ｅ
Ａ
）
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
（
2
）

。

宗
像
ほ
か
（
二
〇
〇
九
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
分
析
手
法
の
長
所
と
し
て
、
⑴
ノ
ン
パ
ラ
メ
ト
リ
ッ
ク
な
方
法
で
あ
り
、
特

定
の
関
数
形
を
先
験
的
に
仮
定
す
る
必
要
が
な
く
、
恣
意
性
を
回
避
で
き
る
こ
と
、
⑵
多
入
力
多
出
力
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
効
率
性
を
評

価
で
き
る
こ
と
、
⑶
誤
差
項
の
分
布
を
仮
定
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
⑷
比
較
的
少
な
い
サ
ン
プ
ル
で
分
析
が
可
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
短
所
と
し
て
、
⑴
評
価
さ
れ
る
効
率
性
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
⑵
統
計
上
の
誤
差
を
排
除

で
き
ず
に
異
常
値
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
こ
と
、
⑶
統
計
的
な
検
定
が
で
き
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

国
内
の
地
方
自
治
体
を
対
象
と
し
た
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
る
先
行
研
究
に
は
、
塩
津
ほ
か
（
二
〇
〇
一
）、
宗
像
ほ
か
（
二
〇
〇
九
）、
鈴
木
ほ

か
（
二
〇
〇
六
）、
野
田
（
二
〇
〇
九
）、H
aneda et al.

（
二
〇
〇
九
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
分
析
対
象
が
特
定
の
県
・
地
域
で
あ
っ
た
り
、

出
力
変
数
に
人
口
に
関
わ
る
変
数
を
用
い
て
い
る
（
3
）

。
国
外
に
お
け
る
近
年
の
地
方
自
治
体
の
効
率
性
分
析
に
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
る
先
行
研
究

に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
対
象
と
し
たA

ntonio and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
対
象
と
し
たL

oikkanen and 

S
usiluoto

（
二
〇
〇
四
）、
ス
ペ
イ
ン
を
対
象
と
し
たB

ernardio et al.

（
二
〇
一
〇
）、
ギ
リ
シ
ャ
を
対
象
と
し
たH

alkos and 

T
zerem

es

（
二
〇
一
〇
）
な
ど
が
あ
り
、
彼
ら
以
前
の
研
究
も
数
多
く
あ
る
。
国
内
の
先
行
研
究
と
の
大
き
な
違
い
は
出
力
変
数
の
選
択

に
あ
る
。
国
外
の
先
行
研
究
で
用
い
ら
れ
る
出
力
変
数
に
は
、
日
本
に
お
け
る
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
と
い
っ
た
基
礎
教
育
機
関
数
、

図
書
館
数
、
警
察
官
・
消
防
員
の
人
数
、
共
同
墓
地
・
公
園
・
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
数
や
面
積
、
ゴ
ミ
総
回
収
量
、
上

水
道
、
街
灯
数
、
選
挙
名
簿
人
数
な
ど
と
い
っ
た
、
居
住
環
境
に
関
わ
る
変
数
で
あ
る
（
4
）

。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
日
本
の
地
方
自
治
体
の

八
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効
率
性
分
析
に
国
外
で
用
い
ら
れ
る
出
力
変
数
を
適
用
し
、
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
外
の
先
行
研
究
と
共
通
の
議

論
が
可
能
に
な
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
の
、
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
お
り
、
そ

れ
は
以
下
を
理
由
と
し
て
い
る
。
第
一
に
、
野
田
（
二
〇
〇
七
）
に
お
い
て
、
都
道
府
県
に
関
す
る
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
た
効
率
性
に
関
す
る
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
基
礎
的
地
方
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
合
併
に

よ
り
、
合
併
後
に
都
道
府
県
の
事
務
権
限
の
多
く
を
負
う
政
令
指
定
都
市
や
、
事
務
権
限
の
一
部
を
負
う
中
核
市
、
特
例
市
が
多
く
誕
生

し
た
。
仮
に
、
こ
れ
ら
が
都
道
府
県
の
効
率
性
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
と
い
う
管
轄
地
域
を
改

め
て
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
た
め
で
あ
る
。

本
稿
で
得
ら
れ
た
結
果
は
大
き
く
分
け
て
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
東
京
都
と
大
阪
府
が
最
も
効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
都
道
府
県
全
体
の
効
率
性
を
み
る
と
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
影
響
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
効
率
性
は
低
下
す

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
、
新
た
な
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
の
誕
生
は
都
道
府
県
の

効
率
性
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
市
町
村
数
や
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
の
推

移
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
続
く
第
三
節
で
は
、
分
析
の
手
法
と
デ
ー
タ
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
第
四
節
で
は
、
得
ら
れ
た
結
果
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
結
論
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。

八
二
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2
．
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
市
町
村
数

市
町
村
合
併
は
、
過
去
に
二
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
の
大
合
併
で
は
、
市
町
村
数
が
一
八
八
八
年
の
七
一
、三
一
四

か
ら
一
八
八
九
年
の
一
五
、八
五
九
へ
、
昭
和
時
代
の
大
合
併
で
は
、
一
九
五
三
年
の
九
、八
六
八
か
ら
一
九
六
一
年
の
三
、四
七
二
へ
と

そ
の
数
を
大
き
く
減
ら
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
時
代
の
大
合
併
も
学
校
の
設
置
や
市
町
村
の
事
務
処
理
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
な
さ

れ
て
い
る
。

平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
町
村
数
は
減
少
し
て
い
る
。
表
1
を
み
る
と
、
市
町
村
数
は
一
九
九
九
年
の
三
、二
三
二
か
ら
二
〇
一
〇
年

の
一
、七
二
七
ま
で
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
る
。
特
に
、
国
・
都
道
府
県
の
積
極
的
な
関
与
が
な
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
以
降
、
合
併
が
多

く
な
さ
れ
、
市
町
村
数
は
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
合
併
に
よ
り
減
少
し
て
い
る
の
は
、
町
村
で
あ
り
、
市
の
数
は
増
加
し
た
り
、
規
模

が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
た
な
政
令
指
定
都
市
（
八
団
体
）、
中
核
市
（
三
〇
団
体
）、
特
例
市
（
四
〇
団
体
）
が
誕
生
し
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
政
令
指
定
都
市
は
二
〇
団
体
、
中
核
市
は
四
一
団
体
、
特
例
市
は
四
〇
団
体
と
な
っ
て
い
る
（
5
）

。

表
2
の
う
ち
、
複
数
の
政
令
指
定
都
市
を
持
つ
都
道
府
県
は
、
神
奈
川
県
、
静
岡
県
、
大
阪
府
、
福
岡
県
で
あ
り
、
同
一
の
都
道
府
県

内
に
複
数
の
中
核
市
・
特
例
市
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
（
6
）

。
ま
た
、
多
く
の
市
町
村
が
平
成
の
大
合
併
の
期
間
に
中
核
市
・
特
例
市

の
指
定
を
受
け
て
い
る
（
7
）

。
こ
れ
ら
多
く
の
市
町
村
が
都
道
府
県
の
行
政
事
務
の
一
部
を
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ち
に
、
都
道
府
県
の
効

率
性
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
研
究
に
つ
い
て
、
筆
者
が
知
る
限
り
で
は
ま
だ
少
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
都
道
府

県
の
効
率
性
を
計
測
し
、
市
町
村
合
併
の
影
響
が
都
道
府
県
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
効
率
性
評
価
を
行
い
、
基
礎
的
な
資
料
を
提
供

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
で
の
合
併
期
間
の
直
前
か
ら
終
了
直
前
で
扱
う
（
8
）

。
分
析
手

八
二
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表 2　政令指定都市、中核市、特例市（2012年 4 月 1 日時点）

市名

政令指定都市

札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都
市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、さいたま
市、静岡市、堺市、浜松市、新潟市、岡山市、相模原市、熊
本市

中核市

旭川市、函館市、青森市、盛岡市、秋田市、郡山市、いわき
市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、船橋市、柏市、横
須賀市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊田市、豊橋市、
岡崎市、大津市、豊中市、高槻市、東大阪市、姫路市、西宮
市、尼崎市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、下関市、
高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎
市、鹿児島市

特例市

八戸市、山形市、水戸市、つくば市、伊勢崎市、太田市、川
口市、所沢市、越谷市、草加市、春日部市、熊谷市、小田原
市、大和市、平塚市、厚木市、茅ヶ崎市、長岡市、上越市、
福井市、甲府市、松本市、沼津市、富士市、春日井市、一宮
市、四日市市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、
岸和田市、明石市、加古川市、宝塚市、鳥取市、松江市、呉
市、佐世保市

（出所：総務省ウェブページ）

表 1　平成の大合併による市町村数の減少

西暦 市町村
総数 市 町 村 西暦 市町村

総数 市 町 村

1999 3232 670 1994 568 2005 2521 732 1423 366

2000 3229 671 1990 568 2006 1821 777 846 198

2001 3227 670 1990 567 2007 1804 782 827 195

2002 3223 672 1985 566 2008 1793 783 815 195

2003 3212 675 1976 561 2009 1777 783 802 192

2004 3132 689 1903 540 2010 1727 786 757 184

（出所：総務省ウェブページ）
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包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
一
九
）

法
に
は
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
て
、
効
率
性
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。

3
．
分
析
手
法
と
デ
ー
タ

3
．1
．
分
析
手
法

効
率
性
を
計
測
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
手
法
が
あ
る
。B

erger and H
um
phrey

（
一
九
九
七
）
は
、
Ｄ
Ｅ
Ａ
、
Ｆ
Ｄ
Ｈ
（F

ree 

D
isposal H

ull

）、
Ｓ
Ｆ
Ａ
（S

tochastic F
rontier A

nalysis

）、
Ｄ
Ｆ
Ａ
（D

istribution F
ree A

pproach

）、
Ｔ
Ｆ
Ａ
（T

hick F
rontier 

A
pproach

）
を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
手
法
が
、
Ｄ
Ｅ
Ａ
お
よ
び
Ｓ
Ｆ
Ａ
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
地
方
自
治
体
の
分
析
を
行
う
際
に
、
多
く
の
先
行
す
る
研
究
が
用
い
て
い
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
て
い
る
。
効
率
性
を
分
析

す
る
た
め
に
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
般
的
な
手
法
に
な
っ
て
い
る
。

Ｄ
Ｅ
Ａ
で
は
、
規
模
の
経
済
性
に
つ
い
て
の
影
響
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
9
）

。
規
模
に
関
し
て
収
穫
一
定
で
あ
る
Ｃ
Ｒ
Ｓ
（C

onstant 

R
eturns to S

cale

）
モ
デ
ル
、
規
模
に
関
し
て
収
穫
可
変
で
あ
る
Ｖ
Ｒ
Ｓ
（V

ariable R
eturns to S

cale

）
モ
デ
ル
、
規
模
に
関
し
て
収
穫

非
逓
増
で
あ
る
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
（N
ot Increasing R

eturns to S
cale

）
モ
デ
ル
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
効
率
値
を
計
測
し
、
比
較
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
と
Ｖ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
が
等
し
く
な
け
れ
ば
、
規

模
に
関
し
て
収
穫
逓
増
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
も
し
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
と
Ｖ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
が
等

し
く
な
け
れ
ば
、
規
模
に
関
し
て
収
穫
逓
増
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
Ｃ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
と
Ｖ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
が
等
し
け
れ
ば
収

穫
一
定
と
判
断
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
規
模
に
関
す
る
収
穫
可
変
を
想
定
し
た
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
モ
デ
ル
で
あ
るB

anker et al.

（
一
九
八
四
）

を
用
い
て
、
都
道
府
県
の
効
率
性
を
評
価
す
る
。
分
析
対
象
は
全
都
道
府
県
で
あ
り
、
分
析
期
間
は
一
九
九
八
年
度
か
ら
二
〇
〇
九
年
度

八
二
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ま
で
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
像
ほ
か
（
二
〇
〇
九
）
やA

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
な
ど
、
地
方
自
治
体
の
効
率
評
価
で
よ
く
用

い
ら
れ
て
い
る
Ｖ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
を
採
用
し
て
い
る
（
10
）

。

Ｄ
Ｅ
Ａ
の
優
れ
て
い
る
点
は
、
複
数
の
入
力
・
出
力
変
数
を
定
義
で
き
る
点
で
、
地
方
自
治
体
の
よ
う
に
、
一
意
に
入
力
と
出
力
（
特

に
出
力
）
を
定
義
で
き
な
い
分
野
に
お
い
て
、
効
率
性
の
分
析
を
行
う
の
に
、
大
変
有
用
で
あ
る
。
Ｄ
Ｅ
Ａ
で
は
、
効
率
性
の
値
が
〇
か

ら
一
ま
で
の
値
と
な
り
、
最
も
効
率
性
が
高
い
主
体
を
一
と
し
て
、
相
対
的
に
効
率
性
の
値
と
な
る
。

地
方
自
治
体
の
供
給
す
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
は
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
を
変
数
に
す
る
か
な
ど
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。

A
fonso and F

ernandes

（
二
〇
〇
八
）
は
地
方
自
治
体
の
都
市
設
備
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
交
通
・
通
信
、
住
宅
、
教
育
、
住
民
保
護
、
文
教
、

科
学
、
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ジ
ャ
ー
、
健
康
、
消
費
者
保
護
、
社
会
・
経
済
発
展
推
進
、
管
轄
地
域
の
物
理
的
構
成
な
ど
の
、
同
質
で
基
礎
的

な
地
方
の
活
動
に
注
目
す
る
。
彼
ら
が
選
択
す
る
変
数
は
以
下
の
二
つ
の
点
に
基
づ
い
て
い
る
。
第
一
に
、
同
質
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
に

対
す
る
似
た
よ
う
な
需
要
を
伴
う
地
方
自
治
体
は
似
た
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
地
方
自
治

体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
地
方
自
治
体
が
直
接
的
に
管
理
し
、
観
察
さ
れ
る
要
素
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
方
針
に
基
づ
き
、A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
は
出
力
変
数
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
（
管
轄
地
域
内
六
五
歳
以
上
人
口

割
合
）、
基
礎
教
育
サ
ー
ビ
ス
（
小
学
校
入
学
率
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
に
通
う
当
該
年
齢
人
口
に
対
す
る
同
施
設
合
計
数
の
割
合
）、
文
化

的
サ
ー
ビ
ス
（
管
轄
地
域
内
人
口
に
対
す
る
図
書
館
利
用
登
録
者
数
の
割
合
）、
公
衆
衛
生
（
ご
み
総
回
収
量
、
水
道
供
給
）、
管
轄
地
域
の
物
理
的

構
成
（
建
造
物
建
築
許
可
数
）、
道
路
（
管
轄
地
域
内
の
一
人
当
た
り
道
路
実
延
長
）
を
用
い
、
入
力
変
数
に
は
国
内
外
を
問
わ
ず
一
般
的
で
あ

る
、
地
方
自
治
体
の
歳
出
額
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
と
同
様
に
、
国
外
の
地
方
自
治
体

間
の
効
率
性
の
分
析
を
行
っ
て
い
るL

oikkanen and S
usiluoto

（
二
〇
〇
四
）、B

ernardio et al.

（
二
〇
一
〇
）、H

alkos and 

八
二
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T
zerem

es

（
二
〇
一
〇
）
で
用
い
ら
れ
る
出
力
変
数
は
、
子
供
、
高
齢
者
、
障
害
者
の
デ
イ
ケ
ア
利
用
日
数
、
医
療
施
設
数
、
医
療
施
設

に
お
け
る
入
院
日
数
、
歯
科
病
院
通
院
日
数
、
公
園
面
積
、
街
灯
数
、
人
口
、
ご
み
回
収
量
、
舗
装
道
路
距
離
、
道
路
清
掃
、
高
速
道
路

距
離
な
ど
で
あ
る
。

本
稿
は
、A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
と
同
様
の
入
力
・
出
力
変
数
を
用
い
、
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
国

外
に
お
け
る
先
行
研
究
と
共
通
の
議
論
を
行
う
こ
と
が
目
的
の
一
つ
で
も
あ
る
こ
と
や
、A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
で
用

い
ら
れ
る
出
力
変
数
は
、
地
方
自
治
体
が
管
轄
地
域
の
居
住
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
集
団
を
考
慮
し
な
が
ら
、
住
民
の
居
住
空
間
へ
の
関

与
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
出
力
と
し
て
用
い
る
基
礎
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

A
fonso and F

ernandes

（
二
〇
〇
八
）
と
同
様
の
デ
ー
タ
を
入
手
で
き
な
い
た
め
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
に
通
う
人

数
に
対
す
る
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
の
総
数
と
し
て
お
り
、
基
礎
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
一
つ
の
変
数
の
み
で
対
応
し

て
い
る
。

3
．2
．
デ
ー
タ

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
稿
の
Ｄ
Ｅ
Ａ
で
用
い
る
入
力
変
数
は
地
方
自
治
体
の
歳
出
額
（
各
年
度
決
算
額
）
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
基

準
で
デ
フ
レ
ー
ト
し
て
い
る
。
出
力
変
数
は
、
⑴
社
会
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
地
方
自
治
体
の
六
五
歳
以
上
人
口
割
合
を
、
⑵
基
礎
教
育
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
に
通
う
人
口
に
対
す
る
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
の
総
数
を
、
⑶
文
化

的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
管
轄
地
域
内
人
口
に
対
す
る
図
書
館
利
用
登
録
者
割
合
を
、
⑷
公
衆
衛
生
と
し
て
ご
み
総
排
出
量
（
ｔ
）
と
水
道
供

給
人
口
を
、
⑸
居
住
空
間
環
境
整
備
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
建
造
物
建
築
許
可
数
と
、
一
人
当
た
り
道
路
実
延
長
（
㎞
）
を
用
い
る
（
11
）

。
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各
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
入
力
変
数
と
出
力
変
数
の
⑴
、
⑵
、
⑷
、

⑸
の
道
路
実
延
長
はe-stat

か
ら
、
⑶
は
「
日
本
の
図
書
館　

統

計
と
名
簿
」
の
各
年
度
版
、
⑸
の
建
造
物
建
築
許
可
数
は
「
建
築

統
計
年
報
」
の
各
年
度
版
か
ら
数
値
を
得
て
い
る
。
分
析
で
使
用

し
た
ソ
フ
ト
は
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｐ
（version 2.1

）
で
あ
り
、
表
3
で
各

出
力
の
平
均
値
な
ど
を
示
す
。

4
．
分
析
結
果

表
4
は
都
道
府
県
の
相
対
的
な
効
率
性
の
計
測
の
値
を
示
し
て

い
る
。
表
4
で
は
、
東
京
と
大
阪
を
含
む
四
七
都
道
府
県
の
場
合

と
、
東
京
と
大
阪
を
除
く
四
五
道
府
県
の
場
合
と
で
、
上
述
の

Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
て
算
出
し
た
効
率
性
の
平
均
値
と
標
準
偏
差

（
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
）
を
、
入
力
指
向
型
と
出
力
指

向
型
の
双
方
で
示
し
て
い
る
。
表
4
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
ど
ち

ら
の
サ
ン
プ
ル
を
利
用
し
て
も
、
分
析
期
間
に
お
い
て
、
都
道
府

県
全
体
で
見
た
相
対
的
な
効
率
性
は
低
下
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ン
プ
ル
が
四
七
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
、
東

表 4　DEAの結果から得られた平均と標準偏差（各年度）

表 3　出力変数の平均値

八
三
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京
都
と
大
阪
府
の
効
率
性
の
値
が
ほ
ぼ
一
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
東
京
都
と
大
阪
府
を
除
い
た
四
五
道
府
県
の
サ
ン
プ
ル
で
も
効
率

性
の
計
測
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
サ
ン
プ
ル
で
の
計
測
結
果
を
比
較
す
る
と
、
四
五
道
府
県
の
場
合
の
計
測
で
は
、
四
七
都
道
府

県
の
場
合
よ
り
も
平
均
値
が
上
昇
し
て
お
り
、
標
準
偏
差
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
七
都
道
府
県
で
の
計
測
に
お
い
て
、
東

京
都
と
大
阪
府
の
効
率
性
が
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
12
）

。

平
成
の
大
合
併
を
、
手
厚
い
財
政
処
置
の
あ
っ
た
期
間
（
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
）
と
国
・
都
道
府
県
が
積
極
的
に
関
与
し

た
期
間
（
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
。
本
稿
で
の
デ
ー
タ
期
間
だ
と
二
〇
〇
九
年
ま
で
）
の
二
つ
に
分
け
た
場
合
で
も
、
二
つ
の
サ
ン

プ
ル
と
も
に
、
効
率
性
の
平
均
値
の
動
き
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
四
五
道
府
県
の
場
合
で
は
、
後
者
の
期
間
で
積
極
的
に
市
町

村
合
併
が
行
わ
れ
て
い
て
も
、
道
府
県
全
体
の
効
率
性
は
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
。

表
5
を
み
る
と
、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
ど
ち
ら
の
指
向
型
で
あ
っ
て
も
、
東
京
都
と
大
阪
府
の
効
率
性
の
値
が
ほ
ぼ
一
に
な
っ
て

お
り
、
最
も
効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
そ
の
次
に
効
率
的
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
が
神
奈
川
県
で
あ
る
。
一
方
で
、
効
率
的
で
は
な

い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
、
秋
田
県
、
岩
手
県
、
福
島
県
、
長
野
県
、
島
根
県
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
期
間
中
、
効
率
性
の
値

を
下
げ
て
い
る
の
は
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
群
馬
県
、
石
川
県
、
山
梨
県
、
長
野
県
、
岐
阜
県
、
滋
賀
県
、
岡
山
県
、

香
川
県
で
あ
る
。

新
潟
県
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
、
効
率
性
の
値
が
上
昇
し
て
い
る
。
新
潟
県
は
新
潟
市
が
二
〇
〇
五
年
に
広
域
合

併
を
行
い
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
政
令
指
定
都
市
に
移
行
し
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
デ
ー
タ
期
間

中
に
新
た
な
政
令
指
定
都
市
を
持
っ
た
府
県
の
う
ち
、
埼
玉
県
、
静
岡
県
、
岡
山
県
、
熊
本
県
で
は
新
潟
県
の
よ
う
な
効
率
性
の
値
の
動

き
を
示
し
て
い
な
い
。
新
た
に
中
核
市
、
特
例
市
を
持
っ
た
道
府
県
で
の
効
率
性
の
値
の
動
き
も
同
様
で
あ
る
。八
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表 5－ 1　47都道府県での効率性の計測（入力指向型）
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表 5－ 2　47都道府県での効率性の計測（出力指向型）
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表 6－ 1　東京都・大阪府を除く45道府県での効率性の計測（入力指向型）
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表 6－ 2　東京都・大阪府を除く45道府県での効率性の計測（出力指向型）
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四
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〇
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三
年
一
月
）

（
一
二
二
八
）

ま
た
、
特
徴
的
な
県
と
し
て
沖
縄
県
が
あ
る
。
デ
ー
タ
期
間
中
、
多
く
の
都
道
府
県
で
効
率
性
の
値
が
下
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
貫
し
て
、
上
昇
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
以
降
の
効
率
性
の
値
は
上
位
一
〇
以
内
の
県
と
な
っ
て
い
る
。

表
6
を
み
る
と
、
表
5
で
も
そ
の
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
指
向
型
で
あ
っ
て
も
神
奈
川
県
と
沖
縄
県
が
最
も
効
率

的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
効
率
的
で
あ
る
の
が
、
京
都
府
、
兵
庫
県
で
あ
る
。
一
方
で
、
効
率
的
で
な
い
と
評
価
さ
れ

て
い
る
の
が
、
秋
田
県
、
岩
手
県
、
群
馬
県
、
長
野
県
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
期
間
中
、
効
率
性
の
値
を
下
げ
て
い
る
県
が
多
く
、
新

た
に
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
性
を
向
上
さ
せ
る
効
果
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
四
七
都
道
府
県
サ

ン
プ
ル
で
は
効
率
性
の
改
善
が
み
ら
れ
た
新
潟
県
も
同
様
で
あ
る
。

効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
東
京
都
と
大
阪
府
を
除
い
た
四
五
道
府
県
で
の
効
率
性
分
析
に
お
い
て
、
多
く
の
道
府
県
が
効
率
性
の

値
を
下
げ
て
い
る
こ
と
は
、
東
京
都
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
、
沖
縄
県
な
ど
、
効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
道
府
県
以
外
に
と
っ
て
、

市
町
村
合
併
は
都
道
府
県
の
効
率
性
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
総
務
省
が
「『
平
成
の

合
併
』
に
つ
い
て
の
公
表
」
で
記
述
し
た
よ
う
に
、
市
町
村
合
併
が
都
道
府
県
に
対
し
て
与
え
る
影
響
は
短
期
的
で
は
な
く
、
長
期
的
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

5
．
結
語

本
稿
で
は
、
近
年
、
国
外
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
効
率
性
分
析
で
用
い
ら
れ
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
と
、
国
外
に
お
け
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
先
行
研

究
で
採
用
さ
れ
る
変
数
を
用
い
て
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
市
町
村
の
数
が
大
き
く
減
少
し
た
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
お
け

る
、
都
道
府
県
の
効
率
性
の
評
価
を
試
み
て
き
た
。
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包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
二
九
）

本
稿
で
得
ら
れ
た
結
果
は
大
き
く
分
け
て
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
東
京
都
と
大
阪
府
が
最
も
効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
都
道
府
県
全
体
の
効
率
性
を
み
る
と
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
影
響
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
効
率
性
は
低
下
す

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
、
新
た
な
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
の
誕
生
は
都
道
府
県
の

効
率
性
の
向
上
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
本
稿
で
は
、
都
道
府
県
が
同
一
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
上
で
運
営
し
て
い
る
と
仮

定
し
て
、
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
今
後
の
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
都
道
府
県
に
お
い
て
、
効
率
性
の

値
が
改
善
ま
た
は
悪
化
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
自
治
体
の
管
轄
地
域
内
の
購
買
力
、

教
育
水
準
、
首
都
ま
た
は
大
都
市
へ
の
距
離
、
人
口
密
度
な
ど
が
、
都
道
府
県
の
効
率
性
の
改
善
ま
た
は
悪
化
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
の
か
を
、
ト
ー
ビ
ッ
ト
分
析
な
ど
に
よ
っ
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

筆
者
は
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
の
公
表
」
を
総
務
省
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
得
た
。

（
2
） 

Ｄ
Ｅ
Ａ
の
手
法
に
関
し
て
は
、
刀
根
（
一
九
九
三
）
やC

oelli

（
一
九
九
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

各
地
方
自
治
体
の
住
民
が
自
分
の
居
住
す
る
地
方
自
治
体
か
ら
受
け
る
効
用
は
す
べ
て
等
し
い
と
仮
定
し
、
こ
の
効
用
を
一
と
基
準
化
す
れ
ば
、

住
民
の
効
用
水
準
は
人
口
と
等
し
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
出
力
変
数
に
人
口
に
関
わ
る
変
数
が
用
い
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
。

（
4
） 

国
内
外
と
も
に
入
力
変
数
は
、
地
方
自
治
体
の
歳
出
に
関
わ
る
変
数
で
あ
り
、
大
き
な
違
い
は
無
い
。

（
5
） 

新
た
に
中
核
市
に
な
っ
た
団
体
の
う
ち
、
九
団
体
が
以
前
は
特
例
市
で
あ
っ
た
。

（
6
） 

政
令
指
定
都
市
は
神
奈
川
県
に
三
団
体
、
静
岡
県
、
大
阪
府
、
福
岡
県
に
二
団
体
ず
つ
で
あ
る
。
中
核
市
、
特
例
市
を
持
っ
た
道
府
県
は
、
北

海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
、
山
梨
県
、
新
潟
県
、
福
井
県
、
富
山
県
、
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長
野
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
三
重
県
、
滋
賀
県
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
鳥
取
県
、
島
根
県
、

香
川
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
福
岡
県
、
長
崎
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
と
数
多
い
。

（
7
） 
中
核
市
に
求
め
ら
れ
る
要
件
は
人
口
が
三
〇
万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
特
例
市
へ
の
要
件
は
人
口
が
二
〇
万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
中
核
市
・
特
例
市
の
行
え
る
行
政
事
務
は
総
務
省
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
） 

平
成
の
大
合
併
は
二
〇
一
〇
年
度
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
執
筆
時
点
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
年
度
の
デ
ー
タ
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
た

め
、
本
稿
で
の
分
析
は
二
〇
〇
九
年
度
ま
で
と
し
て
い
る
。

（
9
） 

Ｄ
Ｅ
Ａ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
刀
根
（
一
九
九
三
）、C
oelli

（
一
九
九
六
）、C

oelli and B
attese

（
一
九
九
八
）、C

ooper, S
eiford and 

T
one

（
一
九
九
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
は
地
方
自
治
体
の
効
率
性
評
価
に
関
す
る
先
行
研
究
に
詳
し
い
。

本
稿
で
は
、
国
外
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
効
率
性
評
価
に
関
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
し
て
い
な
い
が
、Afonso and F

ernandes

（
二
〇
〇
八
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
） 

本
稿
で
ご
み
総
回
収
量
を
用
い
な
い
理
由
は
、
本
稿
執
筆
中
に
二
〇
〇
九
年
の
ご
み
収
集
・
処
理
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
と
、

近
年
で
は
市
町
村
に
よ
る
回
収
量
が
ご
み
排
出
量
の
約
九
割
程
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
理
的
な
変
数
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

（
12
） 

こ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
短
所
と
い
え
る
。
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